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【位置】 
• 九州の北西端 
• 長崎県の北部 

【面積】 
• 426.06㎡ 

【人口・世帯数】 
• 人 口｜250,292人 
• 世帯数｜105,693世帯 

※ 2018.6.1現在 

長崎県の中で2番目となる人口25万人の都市で、2016年に特例市から中核市へ移行し、 
県北地域や西九州北部地域の拠点都市として、自治体の機能や都市の魅力を高めながら、 
周辺市町との連携を通じ市勢及び圏域のさらなる発展に向けて新たな歩みを進めています。 
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【世界で最も美しい湾クラブ】 
• 湾を活かした観光振興や経済発展についての情報交換やPR活動を 

行う目的で、26の国と地域43湾からなるフランスのヴァンヌ市に 

本部を置くNGOです。 

• 日本国内では、松島湾(宮城県)、富山湾(富山県)、駿河湾(静岡県)、 

宮津・伊根湾（京都府）の4つの湾が選ばれており、 

2018年4月19日に国内5例目として九十九島湾が 

世界で認められた湾として新たに加盟しました。 

【世界文化遺産】 
• 2018年6月に、長崎と天草地方の潜伏キリシタンが禁教期に 

密かに信仰を続ける中で育んだ独特の文化的伝統を物語る12の 

資産で構成され、佐世保市の黒島の集落を含む 

｢長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産｣が 

世界文化遺産として登録されました。 
黒島天主堂 
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⑴ 佐世保市における温室効果ガス削減の取り組み（事務事業編） 

1998（H10）年度 佐世保市役所エコプラン 

2001（H13）年度 佐世保市役所エコプラン（第1次改訂版） 

2008（H20）年度 佐世保市役所エコプラン（第2次改訂版） 

2013（H25）年度 佐世保市役所エコプラン（第3次改訂版） 

2018（H30）年度 佐世保市役所エコプラン（第4次改訂版） 

職員の日常的な業務の中での 
省エネの取り組みは概ね定着 

 
 
 
 
 
 
 
 

取り組みの継続 

施設の省エネ対策の強化 
 
 
 

・設備機器等の運用管理 
 の徹底 
・省エネ型への改修 

地方公共団体 
カーボン・マネジメント 

強化事業を活用 
 
 
 
 
 
 
 

・事務事業編の改訂 

・省エネルギー診断 

・施設運用マニュアルの策定 

・設備機器等導入指針の策定 
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⑵ 計画の位置付け 

佐世保市総合計画 地球温暖化対策の推進に関する法律 

佐世保市環境基本条例 地球温暖化対策計画 
（2016年閣議決定） 策定・報告 

義務 
2030年度に全体で26%、 
業務その他部門で40%削減 
 （2013年度比） 佐世保市環境基本計画 

  
佐世保市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 
佐世保市地球温暖化対策実行計画 

（事務事業編） 
佐世保市役所エコプラン(第４次改訂版) 

佐世保市環境マネジメントシステム 
（EMS） 

 

 

 

 

 

 

【取組方針】 

1.省エネ行動の実践 

2.設備機器等の省エネ化・適正管理等 

3.環境負荷の少ないエネルギーの利用推進 

4.公用車における省エネルギー化の推進 

5.その他（用紙、節水、ノーマイカーデー等） 設備機器等導入指針 

施設運用マニュアル（管理標準） 

エネルギーの合理化に関する法律（省エネ法） 

策定
義務 

進捗
管理 

報告
義務 
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⑶ 計画の概要 

【計画期間・基準年度】 

• 計画期間｜2018（H30）年度～2022年度（5年間） 
• 基準年度｜2013（H25）年度 

【対象範囲】 

• 佐世保市が行う全ての事務事業及び市が管理・運営する施設 
                      （指定管理者施設含む） 

【基準年度（2013年度）の温室効果ガス排出量】 

温室効果ガス 排出量（t-CO2） 割 合 

二酸化炭素（CO2） 99,189 97.4％ 

エネルギー起源CO2 62,142 61.0％ 

非エネルギー起源CO2 37,047 36.4％ 

メタン（CH4） 452 0.4％ 

一酸化二窒素（N2O） 2,221 2.2％ 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 8 0.01％ 

全 体 101,869 100.0％ 
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【削減目標】 

温室効果ガス 

2013年度 
(基準年度) 

2022年度 
(短期目標) 

2030年度 
(長期目標) 

排出量 削減率 目標値 削減率 目標値 

エネルギー起源CO2 62,142 24.6％ 
46,842 

(15,300) 
28.2％ 

44,608 
(17,533) 

その他の温室効果ガス 39,728 1.9％ 
38,979 

(748) 
5.3％ 

37,612 
(2,115) 

全 体 101,869 15.8％ 
85,821 

(16,048) 
19.3％ 

82,221 
(19,649) 

（単位：t-CO2） 

※ 端数処理の都合上、合計値と内訳が一致しない場合があります。 

※ ( )内は必要な削減量 

※ 電力使用に伴う排出係数を固定 

エネルギー起源CO2の削減率及び目標値 

2030年度においては、エネルギーミックスで想定する発電実績の効率の基準を 

達成した場合、地球温暖化対策計画で示されている40％以上（業務その他部門） 

の削減率となる目標値となっている。 
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【削減目標設定時に検討した主な事項（エネルギー起源CO2）】 

⑴ 施設再編計画等のその他の計画との整合 
 ① ごみ処理施設の改築 ⇒ ごみ焼却による熱を利用した発電 
 ② 灰溶融施設の廃止  ⇒ 本市の使用している電力の約13%を占めている 
 ③ 下水処理量の増加 
⑵ 再生可能エネルギー等を利用している施設 
 ① 下水処理場での消化ガス発電 
⑶ 省エネ法に定める年1％削減 

エネルギー起源CO2 

2013年度 
(基準年度) 

2022年度 
(短期目標) 

2030年度 
(長期目標) 

排出量 削減率 目標値 削減率 目標値 

⑴ 施設再編計画等 
  その他の計画との整合 

15,934 65.1％ 
5,557 

(10,377) 
58.9％ 

6,552 
(9,382) ⑵ 再生可能エネルギー等 

  を利用している施設 

⑶ 省エネ法に定める 
  年1％削減 

46,208 10.7％ 
41,285 
(4,923) 

17.6％ 
38,056 
(8,151) 

全 体 62,142 24.6％ 
46,842 

(15,300) 
28.2％ 

44,608 
(17,533) 

（単位：t-CO2） 

※ ( )内は必要な削減量 
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【推進体制】 

  
・システムの運営・管理 
・公共施設等総合管理計画やその他 
  計画との連携 

  
・課長級会議での見直し等検討結果を 
  受け、必要な指示・意見を行う 

【管理組織】 

  
・実績の評価を行い、システムの見直し 
  等について検討 

【最高責任者】 

市 長 

部長級会議 
（正副市長、部局長） 

課長級会議 

(点検・改善措置の指示) 副市長 

【市長の補佐】 

環境部長 

【環境管理責任者】 

事務局 
(環境保全課) 

部局長 

【部局の管理責任者】 

課 長 
  
職員（嘱託職員、臨時職討含む） 

【課の管理責任者】 

【実行組織】 

実行委員 

【課長の補佐】 
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⑷ 施設運用マニュアル 

• 施設に導入されている設備ごとに運転方法・操作手順を定め、各設備が 
温室効果ガス削減・省エネのために効果的に運用されること。 

• 省エネ法に定める「管理標準」としても位置付ける。 

【目 的】 

• 管理責任者は、施設に設置されている設備について、運転状況を把握した上で、
本マニュアルに示す実施可能な省エネ対策を積極的に推進する。 

• 職員、契約しているビル管理業者等に本マニュアルの提供等を行うこと。 
• 本マニュアルに基づく省エネ効果については、施設のエネルギー使用量を確認す

ること。 

【使い方】 
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⑸ 佐世保市設備機器等導入指針 

【概 要】 

佐世保市役所エコプラン（第4次改訂版） 

2022年度：▲24.6％ 
2030年度：▲40.0％ 

エネルギー起源CO2を 
2013（H25）年度比 

目標達成のためには... 

省エネ行動のみならず、施設そのものを省エネ型とすることが必要 

従来から、省エネ型の設備機器等の導入について検討はされていた 

• どこにどのような機器が導入されたのか 
• 導入したことでの効果検証 

基準等について明文化されていなかった 
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佐世保市設備機器等導入指針の策定 

• 技術的な基準や各部署での役割 
• 導入による効果を集約・検証 

財務部局、施設再編整備担当部局 
工事担当部局、環境部局 

温暖化対策、維持管理経費の 
適正化等に資する対策の検討 

ワーキンググループで検討 

※ 毎年度1回程度開催 
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【運用管理】 

 【施設所管課】 
 設備機器の改修の検討開始 

 【施設所管課】 
 本指針が示す導入技術項目を参照し、導入する設備機器の検討を行う。 

工事開始～完了 

 【施設所管課】 
 工事完了後、運用報告書を事務局に提出 

 

導
入
技
術
項
目
の 

運
用
状
況
を
確
認 

 【事務局】 
 設備等更新のあった施設について、エネルギー使用量を改修前後で比較。 

 【事務局】 
 設備機器等更新前後でのエネルギー使用量、コストの増減状況を分析。 

 【ワーキンググループ】 
 毎年度1回程度開催 エネルギー使用量、コストの分析結果の共有。 

設
備
機
器
等
更
新
後
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
を

確
認 

 【部局を代表する課長を対象とした会議】 
 エネルギー使用量、コストの分析結果の報告。 

 【部長会（正副市長出席）】 
 エネルギー使用量、コストの分析結果の報告。 

エ
コ
プ
ラ
ン
で

の
進
捗
管
理 

 【工事担当
課】 

技術的な支援 
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⑹ 進捗管理 年間スケジュール 

月 事務局 各部局 

4月 年間の目標設定 

【通年】 
・環境活動の実施 
・エネルギー使用量等 
 の把握 

5月 課長、実行委員研修 
各課ごとに職員研修 
昨年度の評価 

6月 
昨年度実績の集約 
ワーキンググループ 開催 

7月 政策調整担当課長会 開催 

8月 部長会 開催 

9月 市民への公表 

10月 新入職員研修 上半期の評価 

11月 

内部環境監査 
（毎年40課かい程度） 

12月 

1月 

2月 

3月 
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⑺ 事業スケジュール 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

応募申請 
(5/11) 

採択 
(6/28) 

交付申請 
(7/5) 

交付決定 
(7/31) 

公募 
(7/11～
7/26) 

1次審査 
(8/2) 

2次審査 
(8/9) 

業務期間 
(8/31～2/16) 

業者打合せ 

省エネ
診断 

省エネ診断 
報告書作成 

実績報告 
(3/10) 

課長会 

第2回W.G 

市長決裁 
議会報告 

第1回W.G 

副市長 
協議 

部長会 

【支援】事務事業編策定、EMS改定、 
設備機器等導入指針、運用マニュアル策定 

策定 

部長会 



お問合せ先 

〒857-0851 
 長崎県佐世保市稲荷町1番8号（佐世保市環境センター） 

佐世保市 環境部 環境保全課 環境計画係 

TEL｜0956-26-1787   FAX｜0956-34-4477 

e-mail｜kanhoz@city.sasebo.lg.jp 

【事務事業編、設備機器等導入指針】掲載URL 
   http://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/kanhoz/ecoplan.html 

【施設運用マニュアル】掲載URL 
 http://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/kanhoz/ems20180401.html 
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